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第29回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース 

議事概要 

 

１．日時：令和５年12月25日（月）14:00～15:42 

２．場所：※ 中央合同庁舎８号館８階特別中会議室(オンライン会議) 

３．出席者： 

（委 員）大林ミカ、川本明、高橋洋、八田達夫 

（政 府）内閣府特命担当大臣（規制改革） 河野 太郎 

（事務局）規制改革推進室 次長 渡辺 公徳 

        規制改革推進室 参事官 山田 正人（司会・進行） 

（ヒアリング対象者） 

気候変動イニシアティブ（JCI）共同代表 末吉 竹二郎 

共同代表 加藤 茂夫 

事務局 山岸 尚之 

事務局 吉川 景喬 

事務局 平神 友美 

 

経済産業省 産業技術環境局 環境経済室 室長 兼 内閣官房GX実行推進室 参事官 若林伸佳  

経済産業省 産業技術環境局 GX投資促進室 室長 兼 内閣官房GX実行推進室 企画官 西田光宏  

 

（有識者） 

東北大学大学院 経済学研究科 教授 日引 聡 

 

４．議題： 

国際水準のカーボンプライシングの導入について 

■ 気候変動イニシアティブ 説明 

■ 経済産業省・内閣官房 説明 

■ 大林構成員 説明 

■ 質疑応答 

 

５．議事概要： 

○山田参事官 定刻となりましたので、ただいまから、再エネ規制総点検タスクフォース

を開催いたします。 

 皆様方におかれましては、御多用中のところ、御参加いただき誠にありがとうございま

す。 

 今回のタスクフォースは、オンライン形式で開催しております。 
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 また、本タスクフォースは内閣府規制改革推進室のユーチューブチャンネルにおきまし

てオンライン中継を実施しております。御視聴中の方は、動画の概要欄にあるURLから資料

を御覧ください。 

 本日は、河野大臣に御出席いただいております。河野大臣から一言御挨拶をお願い申し

上げます。 

○河野大臣 規制改革担当大臣の河野太郎です。 

 本日は御出席をいただきましてありがとうございます。師走もだんだん押し迫ってお忙

しいかと思いますが、本当に今日はありがとうございます。 

 今日は国際水準のカーボンプライシングの導入についてという議題で議論をお願いいた

します。我が国は2050年のカーボンニュートラルを宣言し、加えてその前段階で2030年度

において、これは2013年度と比べて温室効果ガスの排出量を46％削減するということを目

指し、さらに50％削減の高みに向けて挑戦するという目標を掲げているところです。 

 先日開催されたCOP28の合意文書では、世界全体で地球温暖化を1.5度に抑えるために、

例えば2030年には、今度は2019年比で温室効果ガスの排出量を43％削減する必要があると

いうさらに高い指標も示されているところでございます。 

 今年の夏は非常に暑い夏でしたし、また、台風、その他風水害が非常に増えているなど、

地球温暖化の影響を私たちもひしひしと感じているところでございます。そのために、こ

ういう目標を達成するためには再生可能エネルギーの発電設備への設置を支援するという

ことだけでなく、それぞれの産業分野で温室効果ガスの排出量を削減する努力というもの

が必要になってまいります。 

 これに向けて、炭素の排出に価格をつけるカーボンプライシングが効果的だということ

で、諸外国では我が国に先行して導入が進んでいるということがございます。日本におけ

るカーボンプライシングにつきましては、今年の５月にGX推進法が成立し、これまでの自

主参加の制度よりは実効性のある制度の導入に向けて第一歩を踏み出したところではあり

ますが、他方、さらに高い実効性のある制度を早く導入してほしいという企業の声もある

ようでございます。温室効果ガスの削減目標を確実に達成していくためには、制度が実効

的なものでなければなりません。御出席いただいている各省庁の皆様には、どうすればそ

ういうことが達成できるのかという観点で御議論をいただきたいと思いますし、また、今

日は企業からの声もしっかりと聞いていただいて御議論をいただきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○山田参事官 ありがとうございました。 

 本日、発言される方はマイクをオンにして、御発言されるとき以外はマイクをミュート

にし、出席者はカメラはオンでお願いいたします。ハウリングを避けるため、イヤホンの

使用に御協力ください。 

 議題に入ります前に、最初に事務局から御報告がございます。まず、前回のタスクフォ

ース以降、個別分野の規制改革が進展した件について、資料１にまとめて配付させていた
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だいております。本日は時間の関係で説明は割愛させていただきます。 

 それでは、本日の議題であります「国際水準のカーボンプライシングの導入について」

に入ります。本日は有識者として東北大学大学院経済学研究科の日引教授にも御参加いた

だいております。 

 まず、気候変動イニシアティブ共同代表の末吉様、同じく共同代表の元株式会社リコー

コーポレーション常務の加藤様から８分程度で御説明をお願いいたします。 

○気候変動イニシアティブ（末吉共同代表） 河野大臣、今日はこのような機会をいただ

き誠にありがとうございます。 

 JCIは、５年前に105のメンバーでスタートしましたが、その後も絶え間なく増え続け、

今日現在、ほぼ800となり、この種の集まりとしては国内最大規模に成長しました。なぜ増

え続けているのでしょうか。それはグローバルレベルの気候政策を受け入れなければ世界

との競争に負けてしまうと考える同じ志の仲間と先を急ごうとする企業等が増えているか

らです。 

 気候対応が中央政府の政策を含む国の総合力としての国際競争になってきた現在、日本

政府はこうしたグローバルレベルの気候対応で戦おうとする日本の企業等をしっかり応援

すべきではないでしょうか。見落としてはならないのは、パリ協定に取り組むための負担

増を、コストではなく将来生き残るための避けて通れない投資、さらには世界に勝つため

の投資と見る経営者等が増えている時代の変化です。 

 河野大臣、今日の会議が日本政府にとって自信を持って世界と戦える気候政策を目指し

ていただくための新たなきっかけとなることを強く願ってやみません。本日は誠にありが

とうございます。 

○気候変動イニシアティブ（加藤共同代表） それでは、河野大臣、今日は答申の機会を

いただきましてありがとうございます。気候変動イニシアティブのメンバーを代表しまし

て、同じく共同代表を務めます加藤茂夫より、提言の御説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、提言の説明に入る前に、このたび、日本政府がGX方針とGX推進法をもって政策を

一歩前進されたことに感謝申し上げます。 

 続きまして、資料のシェアをお願いします。しかしながら、現行のGX推進法の内容では、

2030年の排出削減目標と国際競争力強化の同時達成を実現するには様々な改善すべきポイ

ントがあると考えています。そのために必要不可欠なポイントを今回、提言させていただ

きます。 

 本年４月のG7サミットにて、我々は再エネの開発促進とカーボンプライシングの早期導

入という提言声明を出しました。それをフォローする形でJCIメンバー、有志融資企業の皆

様とともにアンケート、検討会を重ねて、現行GX推進法に対する様々な懸念、期待を議論

してまいりました。加速的に進む国際的な動向とのギャップが広がる国内動向の不安が背

景になっております。この提言は、JCIメンバーの186団体が賛同し、名を連ねています。
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重化学工業やIT企業など、61社の東証プライム企業も含まれております。資料はそちらに

あります。 

 次をお願いします。メンバー企業と議論をする中で挙がってまいりました様々な意見、

懸念、期待をここに挙げました７つの視点でまず御説明申し上げます。 

 １、国内外のルールのギャップ、それから公平性、自助努力の限界、それから導入時期、

そして価格レベル、補助の在り方、さらに透明性などです。 

 次をお願いします。まずは国内外のルールのギャップという懸念です。１つ目は、投資

家からのエンゲージメントの中での懸念になります。あるプライム企業では、海外投資家

からは国際ルールにのっとって脱炭素の取組を聞いてくるということで、国際ルール、要

求でアクションを取っています。日本独自のルールがあると、ダブルスタンダードとなり

大きな負担となるという懸念です。また、場合によっては海外投資の引上げというリスク

をおっしゃる企業もたくさんいらっしゃいます。 

 ２つ目は、サプライチェーン上の懸念です。ある自動車部品メーカーさんでは、海外メ

ーカーからの要求水準は年々高まっており、日本基準の対応だけではビジネスにならない

ということです。このように、グローバルのサプライチェーンからはじき出されてしまう

リスクを持っていると多くの企業が懸念しております。 

 また、現在のGXリーグの枠組みが世界の排出量開示のスキームと整合しているかどうか

不安であるとも訴えていらっしゃいます。 

 そしてもう一つ、投資インセンティブについての懸念です。グローバルにビジネス展開

する企業では、高いカーボンプライシングの上でグローバルスタンダードで排出取組をし

ております。一方、国内企業は日本の水準のルールに従うということのため、削減対策の

投資回収ができないという現状を憂いていらっしゃいます。 

 次をお願いします。２つ目に、公平性への懸念です。自主参加ではなくて、一定の要件

を満たす企業皆で取り組むべきだという意見です。また、収入の使途についても1.5度目標

に整合しない技術、これは例えば石炭火力発電のアンモニア混焼などといったものに資金

をつけるのではなくて、中小企業の負荷への対応や実証された再エネなどへの対応といっ

たことで削減効果につながるものに資金をつけるべきだという意見も多数出ました。 

 ３番目が、自社での努力の限界というポイントです。大手電力会社の排出係数が日々上

がっており、自助努力では報われないということを嘆いていらっしゃいます。これは日本

での再エネの拡大が遅れているということが日本の電力市場の大きな課題だという指摘で

ございます。 

 次をお願いします。４つ目、導入時期の懸念です。今のGX推進法では、28年から化石燃

料賦課金、33年度から特定事業者負担金の徴収となっておりますけれども、これではIPCC

が求める、G7、G20でも、また、今回のCOP28でも合意した1.5度目標達成に実効性が伴わな

いということ。さらには国際競争力の衰退を招くと懸念されています。 

 そして、５つ目のポイントなのですけれども、炭素価格のレベルです。先ほどから指摘
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しておりますように、グローバルで認知された価格レベルであるべきだと。そのレベルで

ないと、新たな投資を喚起できる水準にならない、また、削減インセンティブにならない

という懸念でございます。 

 次をお願いします。６つ目は、政府収入に対する懸念です。収入で使う補助金は、実証

実験的なものよりも普及段階型のものに資金を投じるべきである。はない。要は排出削減

に直接的に貢献するよう求める意見が多数出ました。 

 そして最後に、透明性についてです。各企業の取組は政府方針をベースにしております

けれども、今の方針レベルでは、世界の環境イニシアティブ、あるいは顧客やパートナー

から批判を浴びます。今後の方針、政策についてはそうした環境イニシアティブの意見、

ひいてはグローバルのお客様、パートナーさんの要求レベルも鑑みて議論されるべきだと

先進企業は求めております。 

 以上の様々な懸念、不安を基に、今回の提言ではGX政策の改善に向けた３つのポイント、

そして６つの原則というものを提案させていただきました。 

 まず、３つのポイントですけれども、１番目、2030年目標の確実な達成に資すること。

それから２つ目、全ての企業に公平な制度であること。３つ目、日本経済の競争力強化に

貢献する制度とすることということであります。 

 次をお願いします。この３つのポイントを実現するための６つの原則というものを提起

させていただきます。１つ目、2025年をめどにぜひ前倒しして導入すること。２つ目、自

主性任せではなくて一定の要件を満たす企業を一律に制度の対象とすること。それから３

つ目は、IEAなどの示す130ドルレベルといった世界水準で将来の炭素価格を明示すること。 

 次をお願いします。４つ目は、国際的なルールに適合した制度とすること。それから５

つ目、公正な評価の下、排出削減を支援すること。６つ目、カーボンプライシングの今後

の立案・評価・更新などは透明性を確保していただきたいこと。 

 今日はお時間の関係で、詳細につきましては添付させていただきました提言本文を御参

照いただきたいと思います。繰り返しになりますが、我々の提言は1.5度目標の達成を可能

にするカーボンプライスを日本で実現させて、そして国際競争力ある経済への道を開くこ

とを目指すものであります。単なるコストと見るのではなくて、将来のオポチュニティー

への投資とみなす経営者が増えて、グローバルレベルの気候政策を受け入れる下地・準備

ができているというのがこの提言のベースとなります。 

 河野大臣、どうか気候変動アクションの後押しとなる政策になるよう、GX推進法の改善

をお願い申し上げます。 

 御清聴ありがとうございました。 

○山田参事官 ありがとうございました。 

 続きまして、経済産業省から８分以内で御説明をお願いいたします。 

○経済産業省（若林室長） それでは、本日は経済産業省の環境経済室長の若林とGX投資

促進室長の西田の２名で対応させていただきます。 



6 

 

 御説明に入る前に、成長志向型カーボンプライシング構想ということで、本日、政府の

政策を御説明させていただきたいのですけれども、これについては2021年４月当時の菅政

権において中期目標が発表された後、当時の総理から、成長に資するカーボンプライシン

グを検討せよという御指示をいただきました。それから岸田政権も含めて約２年、関係省

庁を含め、あるいは与党、国会での御審議も含めて、この５月にGX推進法が成立したとい

う形であります。ちょうど半年前という形であります。その後、基本方針を閣議決定しま

して、政府として今後この政策でやっていこうというふうにしております。 

 この成長志向型カーボンプライシング構想ですけれども、カーボンプライシングだけで

はなくて先行投資、それからトランジション・ファイナンスにつながる移行債、それから

カーボンプライシングというものの三位一体で進めていくという政策体系になっておりま

す。 

 それからもう一つ、その導入に当たっては、エネルギーに関わる中長期的な負担につい

て配慮しながら進めていくというものが基本的な原則となっております。なぜそういう発

想に至ったのかという点について、本日、御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、３ページ目を御確認ください。これは世界の状況を示しております。世界的には

欧州で2005年に排出量取引制度が導入されておりました。一方で、米国はカーボンプライ

シングの導入というのは連邦レベルでは進められていないということであります。大きな

ゲームチェンジが、2022年８月にアメリカで成立したインフレ抑制法ということでありま

す。これが複数年度にわたる国のコミットを前提として非常に大規模な投資促進策を講じ

ているという形であります。このようなカーボンプライシングと投資促進策について、ど

ちらか一方だけを導入するのではなく、日本はその２つを組み合わせてやっていこうとい

うのが成長志向型カーボンプライシング構想ということであります。 

 排出量取引制度ですけれども、本年度から既に試行的に開始をしております。カーボン

プライシングの導入時期についてもあらかじめ示して、将来的に水準を引き上げていくと

いうことを明示しております。 

 次のページをお願いします。こちらは少し詳しいものですけれども、米国では投資促進

策として50兆円規模、これは10年間ですけれども、これを政府支援としてやっていくとい

うことです。この政府支援が非常に大きい規模で打たれる関係で、EUもこれまでのカーボ

ンプライシング中心の政策から、グリーンニューディール産業計画と言っておられますけ

れども、脱炭素投資を域内でやっていくための様々な支援措置に踏み込んでいるというこ

とであります。 

 こういう中で、日本としては、まず20兆円規模の投資促進策を打っていくということと、

カーボンプライシングも米国のように導入しないのではなくて、どちらもやっていくとい

うことであります。EUの水準を超えるカバー率でETSを開始しております。それから、化石

燃料賦課金の導入も明示をして、これによってGX投資の前倒しを図っていきたいと考えて

おります。 
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 それから、削減目標は企業自らに御設定いただいております。これは企業の創意工夫、

イノベーションの創出を促進するということですけれども、目標を公表させるという仕組

みを入れております。これによって透明性を確保する中で、企業に資本市場でしっかりと

評価をされるような目標を掲げてほしいという思いの中でそういうふうにやっているとい

うことであります。 

 ５ページ目を御確認ください。まず（１）ですけれども、全体としてGX経済移行債によ

る支援というものをやります。その上で将来的に、（２）ですけれども、カーボンプライ

シングによるGX投資のインセンティブを与えていくということで、直ちに導入するのでは

なくて、GXに取り組む期間を設けた後に、当初低い負担で導入した後、徐々に引き上げて

いくということで行動変容につなげていきたいと考えております。（２）の①と②が今後

予定されているカーボンプライシングの内容ですけれども、それ以外にもGXリーグという

ことで、発電事業者以外の方々にもしっかりと排出量取引制度に入っていただくという取

組を進めています。 

 ６ページ目を御確認ください。排出量取引制度の導入、あるいは化石燃料賦課金の導入

に当たって、エネルギーに関する負担の総額を中長期的に減少させていくという方針です。

具体的には再エネ賦課金の2012年に導入されたものが2032年度ぐらいにピークアウトを迎

え、石油石炭税も今後は税収が減少していくだろうと想定しております。この緑の部分を

活用しながらカーボンプライシングを導入していきたいという考え方であります。 

 次のページをお願いします。こういう方針については全て閣議決定をしているという形

であります。 

 それから、８ページ目を御確認ください。これは投資促進策について、産業競争力強化、

排出削減の両方に資するものにしていくということであります。単に支援するだけではな

くて規制制度と一体的にやっていくという形にしておりまして、多排出の企業の人たちに

はGXリーグの取組を前提としてやってまいります。目標設定を求めたり、あるいは目標未

達の場合は原則として排出量取引制度の中で排出枠あるいはクレジットを買っていただく

ということを考えております。 

 10ページ目をお願いします。この先行投資支援とカーボンプライシングは一体的に行っ

てまいります。一番左の下ですけれども、当初低い負担から徐々に引き上げていく方針を

あらかじめ明示して予見可能性を確保していくということです。当然初めのうちは非常に

低いカーボンプライシングの額になりますけれども、2050年に向けて、これらは非常に高

まっていきます。高まっていく中でこれについてこられない企業は市場退出ということも

あり得るかなと思っております。 

 それまでの間、準備期間を設けた上でしっかりと投資支援を行い、脱炭素投資を応援し

たいとも考えております。研究開発についてもしっかりやっていきたいと思っております。 

 11ページ目を御確認ください。全体としての投資促進策の仕組みです。今、投資支援に

ついても御説明しましたが、JCIの皆様におっしゃっていただいているように、投資回収で
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きる仕組みというものもGXリーグの中で皆さんに議論していただいています。例えばCOP28

でも議論された削減貢献量の考え方、製造段階での削減というものが市場で評価される枠

組みなどを企業の方に積極的に提案いただいております。その中で、当然国際的に認めら

れるルールにしていくにはどうしたらいいかということで、企業の皆さんに知恵を絞って

いただきながら我々もそれをルールとしてやっていくという取組をやっているということ

であります。 

 次のページを御確認ください。ちょっと急いでいきます。化石燃料賦課金ということで、

最も効率的で執行コストが低いものとして、転嫁されていく前提で輸出入段階でかけてい

るものであります。 

 15ページ目をお願いします。GXリーグですけれども、これは日本の排出量の５割以上を

占める企業が既に参画いただいているということです。このときに、2030年の削減目標以

外にも2025年の目標を定めてくれということで、企業には非常に強い反対もありましたけ

れども、それを定めていただいた上で排出量取引制度をやっております。 

 次に、16ページ目を御確認ください。これが具体的にやることですけれども、様々なこ

とをプレッジしていただきます。排出削減目標、それから排出量取引の対象。ただ、目標

設定は任意というところであります。実績報告についても算定ルール、先ほどJCIの方から

もお話がありましたが、できるだけ国際的な接合を認めていくというのを非常に重視して

おりまして、GHGプロトコルの内容を全て認めるという形にしておりますので、したがって、

今後、ぜひここら辺も、我々はGXリーグに入っている企業の方と対話しながらルールをつ

くっておりますので、JCIに参加していただいている企業の方々、まだGXリーグに入ってい

ただいていない方は非常に多いですけれども、この方々にもぜひ御参加いただきたいと思

っております。 

 それから、透明性ということです。規律を働かせるということで、年明けを目指してGX

ダッシュボードというのを今、つくっております。ここには、目標達成に向けた進捗、あ

るいは目標の状況について全て透明に開示をしていくということで、ここで資本市場から

の評価にさらされるような仕組みの中で目標水準というのをできるだけ高く掲げていただ

くというのを我々の制度の柱にしております。 

 それから、最後の２枚にします。18ページ目を御確認ください。我々は、排出量取引制

度は諸外国でもトライアンドエラーの歴史でありますので、何もこの制度のままずっと続

けていくということではございません。もちろん見直すことを考えておりまして、閣議決

定の方針の中でも、ここに書いてあるように参加の自主、目標設定の自主、先ほど自主の

枠組みという形でJCIの方からもおっしゃられましたところについては26年度の排出量取

引制度の本格稼働までにしっかりと検討をし、産業界にも実効性・公平性となるような制

度として迫っていきたいと、不断に改善していきたいと思っております。 

 それから、最後のページを御確認ください。これは具体的に炭素価格の試算ということ

でエネルギー経済研究所がやっているものです。基本的に右肩上がりしていく中で、2050
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年断面では２万5000円という水準です。初めは非常に低い水準で入ってきますが、徐々に

高まり、最後には非常に高い価格水準としていくという形の制度設計としております。 

 以上になります。 

○山田参事官 ありがとうございました。 

 続きまして、委員を代表して大林委員から提言書について８分以内で御説明をお願いし

ます。 

○大林構成員 ありがとうございます。再エネタスクフォースの提言、意見提案を申し上

げます。 

 まず、冒頭で指摘したいのは、先ほど皆様からもコメントがございましたが、気候危機

が抜き差しならない状況を迎えているということです。先日開催されたCOP28でも、地球温

暖化を1.5度に抑制していくということが確認されました。さらに、2030年までに再生可能

エネルギー容量を世界全体で３倍にして、化石燃料から脱却するということも宣言してお

ります。 

 COP28に岸田総理も参加されて、首相級のハイレベル会合世界気候行動サミットで、12月

１日のプレナリーで再エネ３倍に賛同すると話されて、特に世界はまだ1.5度目標の道筋

に乗っていないことを指摘されて、軌道修正のためには2030年までの行動が決定的に重要

であるということに言及されています。2050年のカーボンニュートラル目標はもちろんで

すが、今、世界が注目しているのは、2030年までに何ができるかということであり、特に

日本を含めた先進国の責務は大きいと考えています。 

 今年、日本が議長国を務めているG7は、前述の削減目標に加えて2035年までに電力部門

を完全に、また、大部分を脱炭素化することに合意しています。これを実現するための政

策は、日本の経済や産業の持続的な成長、国際競争力を確保する制度設計であることが必

要です。そして、今後10年の気候変動対策が急務とされている現在では、既に効果が確認

されている最も効率のよい技術を合理的に日本の社会経済に組み込んでいく必要がありま

す。中長期を考えれば、現在のGXのような逆張りの考え方もあるかもしれません。しかし、

それにしては時間が少な過ぎるのではないかと考えています。 

 そのためには、世界が向かっているエネルギー転換の道筋、石炭火力からの撤退ととも

に太陽光と風力を主力として自然エネルギー導入の速度と規模を大幅に引き上げていくこ

とが火急だと考えます。これこそが世界的に脱炭素化への競争が始まっている中で日本の

産業・企業の国際競争力を確保することにつながっていくと考えます。 

 まず、GX経済移行債について申し上げます。移行債は、あらかじめ定めた分野に対して

まず政府が先行投資を行って、民間投資を促していくとされています。政府の投資分野は、

排出削減につながること、競争力強化とともに、民間のみでは投資判断が真に困難な案件

であることとされています。民間のみでは投資判断ができない案件とは、まだ社会的に成

熟していない技術を指すのかと思料しますけれども、2030年までの削減を考えた場合に即

効性のある、既に成熟した技術分野を対象とすることが重要だと考えます。 
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 先ほどお話のあったアメリカのIRAも、今ある技術、特に再生可能エネルギー、風力と太

陽光に集中して、また、バッテリー、送電網といったことに大規模な投資をする政策とな

っています。 

 なぜ既に成熟した技術分野を対象とするべきかというと、成長志向型カーボンプライシ

ングで得られる収入というのは移行債の償還財源になりますし、移行債で育てた技術が排

出削減を効率的にもたらす分野へと成長して、民間投資を十分に促して、カーボンプライ

シングの十分な活性化へとつながっていくべきと考えるからです。 

 政府投資で定めている投資技術については、コストが高いものからという考え方ではな

く、2030年の削減を目指して今すぐに効率的な削減ができるかどうかを基本とすべきです。

例えばIPCCの第６次評価報告書では、温暖化対策の技術評価として太陽光と風力を最も効

率のよい技術であると示しています。現在、GXで対象とされている技術には、2030年以降

も化石燃料利用が継続する1.5度目標を達成するのに不整合な技術も見られるようです。

特に石炭火力発電所でのアンモニア混焼といった石炭火力の利用継続を前提とする技術の

支援が妥当かどうかについては検討が必要と考えます。 

 次に、成長志向型カーボンプライシングについて申し上げます。今回の政府のカーボン

プライシングは、化石燃料賦課金と排出量取引制度の２本立てですが、炭素税や排出量取

引制度などの経済的手法の削減効果は一定の期間が必要になりますので、2030年目標を見

据えれば、できるだけ早期の導入が必要とされます。 

 一方で、化石燃料賦課金の導入時期は2028年、排出量取引制度は2033年にようやく義務

化となるため、実施の前倒しが必要と思います。 

 実施内容についても削減の実現を担保する必要があります。賦課金の対象については化

石燃料を輸入する事業者に限られていますが、幅広い事業者を対象に炭素排出量に応じた

課金を行うものではないため、社会全体に脱炭素のシグナルを与えるものとなるのかどう

か懸念があります。 

 ほかの政策との整合性も必要です。総合経済対策として行われている電力やガス、ガソ

リン代の負担軽減についても整理していく必要があります。特にガソリンの負担軽減策は

実質的に化石燃料への補助金で、既に６兆円以上となっていることも考えると、今回、GX

経済移行債で炭素排出を下げていこうというときに、こういった巨額の補助金を長期に継

続する政策は矛盾しているのではないかと考えます。 

 次に、排出量取引制度ですけれども、現在、実効性ある排出量取引制度設計のためには

幾つかの条件を備える必要があると考えられています。まず、一定基準に該当する企業が

義務的に参加をすること。さらに、削減義務を負うこと。次に、国の削減目標と整合する

形で参加企業の総排出量の上限が定められること。上限は段階的に引き下げられることと

なっております。 

 現在の日本の排出量取引制度の参加企業が国内排出の５割に相当するというのはすばら

しい成果だと思いますが、日本の2030年の目標値を考えると、約半分の削減ということに
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なっておりますから、そうすると、今、参加されている企業全てが排出削減をしていくぐ

らいの目標値が設定されていくということになりますので、全ての企業が公平に参加でき

る制度に義務化をしていって、段階的に引き下げていくといった枠組みが必要だと考えて

おります。 

 最も大きな問題は、参加が任意であって、参加・不参加は企業の自主性に委ねられてい

るということ。さらには十分な削減量をカバーできる企業が参加しているかどうか分から

ないので、日本の排出削減の達成が可能かどうか不透明であるということは大きな問題で

す。 

 法的義務を伴うのが、2033年からの特定事業負担金ですが、これは発電事業者向けの有

償の排出枠オークションの導入となっています。33年まで、今後10年間ボランタリーな仕

組みを運用することになり、導入が非常に遅く、さらには対象事業者が発電事業者のみが

想定されているため、削減にコスト効率化が求められる鉄鋼や化学などの多排出産業が対

象となっていないという問題があります。 

 国際的な制度との整合性も求められます。現在、EUは国境炭素税、国境課徴金の導入を

定めておりまして、10月から適用が始まっています。EUのみであれば日本に対する影響は

限定的だという評価もありますが、アメリカやイギリスでも国境炭素税の議論が始まって

おり、動きは広がっています。国内外の制度にずれがあると、日本産業がそれぞれに対応

しなくてはならなくなり、企業によっては大きな負担を迫られ、国際競争力が削減されて

いくということになります。 

 上記を踏まえて、今後の提言を行いたいと思います。 

 まず、GX移行債について、費用対効果を踏まえて実用化されていない技術にいたずらに

投資をしない。既に実用化され、2030年・35年の脱炭素化の主力を担う再生可能エネルギ

ーと省エネルギーについて、加速拡大を図るための措置を取ること。火力発電のアンモニ

ア混焼は排出削減効果、費用、導入時期等に不透明な要素が多いので、十分な検証が必要

であること。GX推進機構を通じてGX投資の支援に使うに当たっては、支援対象等の基準の

策定、選定プロセスの透明化、定期的な情報公開と外部専門家による事業評価を構築して

いくこと。さらに、カーボンプライシングについてはGX推進法の制度設計を改めて、2030

年には国際的な水準と整合した炭素価格にしていくこと。そのためには、現在の決まりで

ある上限というのを柔軟に考えることも必要です。 

 そして、国際的な水準と整合した炭素価格が実現することに合わせて、排出対策の取ら

れていない製品の国内流入やカーボンリンケージを阻止するため、CBAMの導入も実施して

いくこと。化石燃料の賦課金については2026年の導入を目指す。賦課金は2028年には地球

温暖化対策税と一体化させていく。排出削減量と炭素税率の工程表を発表し、排出削減目

標の達成状況に応じて炭素税率を修正していくこと。 

 さらに、排出量取引制度は33年度から予定されている法定義務を伴う制度の導入を前倒

しして26年度から開始し、発電事業者のみならず、非エネルギー源も含む多排出産業も義
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務対象とすること。 

 そのほかの政策の関わりについては、先ほどのガソリン負担軽減については炭素排出削

減に基づいた政策へと統合していくということで、さらには日本国内で行われてきたＪ－

クレジットをはじめとしたカーボンクレジットのオフセットは、国際的な制度の中では認

められてこないということがあって、これは排出削減効果に疑問があり、含めるべきでは

ないと考えております。 

 私からは以上です。 

○山田参事官 ありがとうございました。 

 以上を踏まえて質疑応答に入りたいと思います。発言者はこちらから指名させていただ

きますので、御発言を希望される方は「手を挙げる」機能で挙手をお願いいたします。質

問と回答は簡潔にお願いいたします。残り50分強でございますので、よろしくお願いしま

す。 

 進め方ですけれども、委員の意見書資料の４－１の６ページ、７ページが提言に当たる

部分でございまして、この提言の項目に沿って議論を進めていきたいと思います。 

 まず、提言の１番目はGX経済移行債についてでございまして、この移行債の使途や使い

方についての議論をまずさせていただければと思います。どなたからでも御発言がありま

したら、よろしくお願いします。 

 高橋先生。 

○高橋構成員 ありがとうございます。法政大学の高橋です。 

 私もようやく日本でカーボンプライシングが始まるということについては非常に期待を

しているところであります。 

 一方で、先ほどから御指摘もあったとおり、それをどういうふうに機能させていくのか

ということについて、改善すべき点があると思っております。今、山田さんからも御指摘

があった経済移行債の使い道について質問をさせてください。20兆円といったお金を先行

投資的に使っていくのだという考え方自体は理解できるところがあるわけですけれども、

かなりの額のお金をどういう産業、どういう企業に使っていくのか。それが本当にうまく

機能するのかということについてはやはり慎重な検討が必要なのではないかと思っており

ます。 

 委員の参考資料にも掲載されておりますけれども、推進機構というものがこれからでき

て、そこでどういうふうに割り振っていくのか検討されていると理解しておりますけれど

も、ばらまきにならないのかとか、本当に効果があるのかについて心配しております。 

 こういうことについて、大きな基準というのはもちろん示していらっしゃるのですけれ

ども、より詳しく客観的な基準があって、割り振りを合理的に説明できるような形でこの

投資促進策が講じられるのかどうかということが一つ。 

 これは当然やってみないと分からないというところもあると思うわけですけれども、そ

の成果をどのように見ていくのか。その成果によっては投資先を変えていくとか、抑えて
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いくという政策評価も大事だと思っております。この割り振りの選び方とそれに対する評

価の仕方について、経産省からもう少し詳しい御説明をいただければと思います。よろし

くお願いします。 

○山田参事官 経産省、よろしくお願いします。 

○経済産業省（西田室長） GX投資促進室長の西田でございます。 

 今、高橋先生からの御指摘も含めて、この提言の内容にも言及をさせていただこうと思

います。後半でこの機構との関係も御説明しますけれども、まず費用対効果を含めて実用

化をやっていくべきだというのは我々も全くそのとおりだと思っております。その際には、

既に実用化されたものでもまだまだ導入されていない技術があると我々も認識しておりま

すし、そういったものを最大限やっていくということは極めて重要な考え方だと思ってお

ります。また、脱炭素投資を加速させ、日本全体でカーボンニュートラルへ向けていくに

は、移行債以外にも既にいろいろな制度なり規制なりを活用しておりまして、例えば、御

案内のとおりですけれども、FIT・FIP制度や日本版セントラル方式というのも入れまして、

こういったものも使いながら洋上風力を入れるようにするとか、それから系統整備の御指

摘もありましたけれども、これにつきましても、GX推進法の前にGX脱炭素電源法というの

を成立させていただきまして、この中で系統整備が円滑に進むように金融支援の在り方な

ども見直しをしながらやってきております。 

 加えまして、まさに既存の技術ということでありますと、例えば住宅の省エネのところ

は長年の課題でありましたけれども、今、住宅のところでも相当なCO2の排出がありますの

で、こういったところに対して断熱窓の導入支援や高効率給湯器の導入支援といったとこ

ろにも相当な支援策を講じてやっていこうと思っています。これはまさに既存の技術の導

入ということでありますし、もう一つ申し上げると、中小企業について、先ほどサプライ

チェーンの問題がありましたけれども、グリーンなサプライチェーンの中に残っていただ

こうとすると、中小企業の皆様にもこの脱炭素投資というのをやっていただかなければい

けないと思っていますので、例えば熱のところをヒートポンプに変えていくための導入支

援といった既存技術の導入・加速というのをしっかりとやっていきたいと思っております。 

 ただ一方で、既存技術だけでよいかというとなかなか難しい。我々はカーボンニュート

ラルということを目指しておりますので、カーボンニュートラルに向けては発展段階の技

術も一定程度必要というのはIEAの見解でも示されておりますので、そういったところへ

の様々な技術の開発や実用化に向けた投資も必要だと思っています。 

 したがいまして、例えば太陽光も今、日本で相当導入が拡大しておりますけれども、足

下では導入ペースが落ちてきております。これからはこれまで設置が困難だった壁面や耐

荷重が厳しい屋根に設置可能なペロブスカイト太陽電池の開発・量産化に向けた支援や、

洋上風力については、着床式でなかなか立てられないような海域における洋上風力の拡大

に向けて、浮体式というものの技術開発も必要だと思っております。これは環境制約があ

る中で日本が有利になれる可能性がありますので、こういったところの投資を加速させて、
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社会実装を早期にやっていかなくてはいけないと思っています。 

 さらに言うと、電源だけではなくて産業のところも熱需要、原料といったところの脱炭

素化というのは、各国ともに苦労しながらやっている状況だと認識しておりまして、そこ

についてはまだ技術として確立していないものもありますけれども、こういったものに対

する技術開発支援ということも、産業界と一体となってやっていかなくてはいけないと考

えておりますので、上手く投資を後押ししていきたいと思っております。また、御指摘の

GX機構との関係で言うと、GX機構が行うのは、現状では主に金融支援ということを想定し

ておりますので、今後、GX機構を介した支援策に向けては、もう既にGX基本方針でも、先

ほど若林参事官からもありましたけれども、基本的な支援基準を示しておりますけれども、

これからさらにGX機構を介した金融支援に際しては具体的な支援基準の策定を行っていき

たいと思いますし、当然GXの移行債を活用した支援策については、投資家の皆様にトラン

ジションボンドとして購入いただくことになりますので、彼らに対してしっかりとレポー

トバックをしていくという必要がありますので、その中でしっかりと成果というものもお

示しをしながら進めていきたいと思っております。 

○山田参事官 ありがとうございました。 

 八田先生、JCI、それから大林さんから手が挙がっています。３人続けて御質問いただい

た後にまた回答いただければと思います。 

 まず、八田先生から。 

○八田構成員 どうもありがとうございます。 

 まず、先ほど経産省の方が、これは法律がもうできており、しかも閣議決定して方針ま

で決まっているものだとおっしゃいました。しかし、本年の12月にCOP28で非常に厳しい目

標が設定されました。このため、法律ができたときから事情が変わりました。これが、私

どもが今これを取り上げている理由です。さらに、法律の中にも２年以内にということで

見直し規定があります。したがって、しばらくは、現在の法律の体制でいくことにしても、

今となっては、中身を再検討すべきだと考えています。 

 このGX推進法の中身に関して言えば、先ほど加藤共同代表がおっしゃったように、多く

の企業が国際的なスタンダードでのカーボンタックスを望んでいます。しかしこのような

企業が望んでおられるような高い水準のカーボンタックスをできるだけ早く採用するとし

たら、それへの抵抗を抑える措置が必要です。そのためにはカーボンをほとんど排出しな

い企業には、大きな便益がもたらすことが有効です。例えば法人税減税を同時に行い、日

本全体の成長を促進すべきではないかと思います。 

 先ほど加藤共同代表は、カーボンタックスをやるということは技術革新だけではなくて、

既存の技術の普及にも大きな投資効果を及ぼすとおっしゃったのですが、それに加えて、

法人税減税が同時に行われると、カーボン排出に関係ない企業に利益がもたらされますか

ら、高税率での導入が可能になります。 

 最後に１つ付け加えると、法人税減税は、資本家だけに利益をもたらすというのは正し
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くありません。法人税減税は、物価を下げるし、賃金も上げる。確かに収益も上がるけれ

ども、その収益上昇の大きな部分は、生産の拡大によって起きる。しかも収益が上がるこ

とも、年金基金の収益などを引き上げることによって国民全体に資することになります。 

 以上です。 

○山田参事官 続きまして、末吉共同代表。 

○気候変動イニシアティブ（末吉共同代表） ありがとうございます。２点申し上げたい

と思います。 

 長年、日本の温暖化政策を見ていて強く感じるのは、全ての議論が現状是認から始まる

のですよ。今、日本が置かれている状況は、世界に大きく水をあけられた状況になってい

ると思います。これは多くの人がそう思っていらっしゃると思いますけれども、なぜこう

なったのか。かつて環境大国と言っていた日本がどうしてこの10～20年の間に世界に後れ

を取ってしまったのか。その反省をまず踏まえることが最初にあるべきだと思います。 

 それから２つ目は、150兆円超というお金ばかりが踊って、しかもこれは投資ですから、

その投資結果に対するコミットメントが数値目標として全く見えていないのですね。民間

企業であれば、これほどの大きな金額を投資する際に投資結果、あるいは投資成果に対す

るコミットメントがない投資計画というのは必ず拒否されるはずです。 

 そういった意味で言いますと、このGX推進法は、例えば冒頭河野大臣がおっしゃった日

本の国家削減目標のどれほどに貢献するものなのか。あるいは投資といえば、寄附金では

ありませんので必ず回収しなくてはいけないわけです。その回収に当たってどういったコ

ミットメントがあるのかといったことをもう少しつまびらかにお話をしていただかないと、

頂いた資料を見ても投資促進という言葉は踊っておりますけれども、結果に対するコミッ

トメントが全く見えていない。これは非常に問題だと私は思っております。 

 以上です。 

○山田参事官 ありがとうございます。 

 日引先生と大林さん、ちょっとお待ちいただいて、まずお二人の御指摘に対する回答を

いただければと思います。八田先生からは、法律や閣議決定の後に事情の変更があったと

いうコメント。それから、法人税減税に使ったらいいのではないかという御提案。 

 それから、末吉共同代表からは、現状追認になっているけれども、どうして日本の対策

が遅れてしまったのか。それから150兆円の使い道、投資の結果へのコミットメントは示さ

れているのかという御指摘です。 

 経産省からよろしくお願いします。 

○経済産業省（若林室長） どうもありがとうございます。八田先生の御質問に対してお

答え申し上げます。 

 我々は閣議決定と方針を御説明させていただきましたが、これは今の政府の立場として

御説明しているということでございまして、もちろん様々な事情や、このGX推進法自体も

見直しがございますので、当然現在の制度一本でやっていくということでは考えておりま
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せん。しっかりと国際水準、あるいは国際的な議論も踏まえた形でGX推進法の見直しとい

うものについてはしっかりやっていくということはお約束をしたいと思います。 

 それから、国際的な水準という炭素価格のところであります。これは非常に重要な論点

ですので、私からも御説明させていただきます。炭素価格についての将来的な予見可能性

が投資促進のために非常に重要だということであります。我々もカーボンクレジット市場

のクレジット価格、あるいは国際的な炭素価格なども踏まえながら、排出量取引制度を26

年に本格稼働する際には、炭素価格の上限・下限価格というものを決めていきたいと思っ

ております。 

 一方で、この価格設定の考え方ということですが、炭素価格は、GX関連製品、あるいは

事業の競争力が向上する側面のほかに、移行債に基づく先行投資支援の財源としての側面

も持っております。いわゆる価格効果のみを狙っているわけではなくて、財源効果も同時

に狙っているということであります。カーボンプライシング以外の政策の支援も含めて、

政府全体でNDCを達成していきたいと思っています。 

 その上で、予見可能性を持たせる関係で、後のほうに徐々にカーボンプライスが確実に

上がっていくという絵姿を、諸外国はここら辺を示していないと思いますけれども、日本

としてはここのところを示しているということでありますので、こういうものをしっかり

と御理解いただけるようにしていきたいと思っています。 

 それから、一番私どもが申し上げたいのは、これは政策当局の悩みでもありますけれど

も、炭素価格はどうしても経済全体に及ぶという側面があります。正の効果として、まさ

にJCIの皆さんがおっしゃっていたように、低炭素製品の普及が進む、あるいは一部の産業

が競争力を持つという側面、あるいは低炭素の産業の企業立地が進むという側面があると

思います。 

 他方で、負の側面というのも必ずあるので、そこについてもしっかり見ておく必要があ

るだろうと思います。 

 我々はこのカーボンプライシングのみでIEAの130ドルに上げたときの試算をしておりま

す。非常に影響は広範で、全ての一般家庭に及びます。例えば電気代は月額大体3,000円、

都市ガス価格は月額1,200円ぐらい上昇します。標準家庭で季節による変動はございます

が。 

○山田参事官 ちょっとすみません、後でお答えを続けていただいていいですが、もうち

ょっと簡潔にしてほしいのですけれども、今のタイミングで河野大臣がほかの公務の関係

で退出されるため、ここで御発言をいただきたいと思います。 

 河野大臣、よろしくお願いします。 

○河野大臣 今日は気候変動イニシアティブの皆さん、経産省の皆さん、東北大学の日引

先生、そして委員の皆様、御議論ありがとうございます。企業の方々の率直な御意見もあ

りがたく受け止めさせていただきたいと思います。 

 カーボンプライシングの取組が不十分な国からの輸入品に課金する制度がEUで導入予定
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という話もあると思いますが、世界で脱炭素の要請が高まる中、早く脱炭素に対応した産

業構造に転換することが我が国の企業の国際競争力を確保し、日本経済の持続的成長につ

ながるものだと思います。 

 今年成立したGXの推進法では、法律の施行後２年以内に必要な法制上の措置を講ずると

いう規定があったと思いますが、今日の議論を踏まえて、より実効性のあるものとなるよ

うな検討を政府内でやっていかなければならないと思います。 

 ちょっと官邸に行かなくてはいけないものですからここで失礼をいたしますが、御議論

をどうぞよろしくお願い申し上げます。今日はありがとうございます。 

○山田参事官 大臣、ありがとうございました。 

（河野大臣退室） 

○山田参事官 それでは、経産省の若林室長の御説明の続きを。 

○経済産業省（若林室長） 簡潔に申し上げたいと思います。申し訳ございません。 

 ただ、非常に重要な論点ですのでしっかり説明させていただきます。１か月当たり標準

家庭で相当な負担増になるとも見ております。この負担の水準なのですけれども、当然、

長期的には上がっていく水準だと思っておりますが、今回いただいた御提言のように、2026

年から2030年の短期間の間に130ドルまで上げるとすると、これはウクライナ危機から電

力・ガス代が上がった価格、これは大体2020年から22年で20％上がっていますけれども、

それより高い価格を上げる、それが固定化していくという話になります。これを国民の生

活が受容できるかという課題はあろうかと思います。 

 企業のところは、八田先生から法人税減税の話をいただきました。ここは、炭素価格を

国際水準の130ドルに上げるとなると、今ある地球温暖化対策税を60倍ぐらいに増税する

ということと同義になります。13兆円ぐらいの増税規模というイメージで思っております。 

 これと税収中立にする法人税減税というのは法人税の仕組み上も非常に難しいと思って

おりまして、最終的には非常に税収中立にも限界があろうということで、特に輸出型のエ

ネルギー多消費産業については国外に出てしまうだろうという形で思っています。 

 重要なのは、炭素価格を高くする準備ができていない段階で一気に上げてしまうと、製

造拠点が海外移転するというカーボンリンケージと言われる問題が生じるということで、

これは世界的にも我々のような規制当局が皆さん悩んでいるところだと思います。そのと

きに、国内の産業基盤が失われて雇用基盤も失われるというところもありますけれども、

それに加えて、炭素価格の低い国への移転がかえってグローバルでのCO2増加につながる

のではないかということで、ここの世界での全体の排出削減にどうつなげていけるかとい

う観点でも議論が必要かと思います。 

 CBAMも申し上げたいのですけれども、それは後ほど我々が質問してもいいですし、皆さ

んからも質問いただいたらお答えしたいと思います。 

○経済産業省（西田室長） それから、私から手短に、150兆円に対する企業のコミットメ

ントということでございますけれども、我々は今回、分野別投資戦略ということで排出量
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の多い分野ごとに議論を行ってきておりまして、この後、実際にこの支援策を実行してい

くことになりますけれども、その中では例えば排出削減の観点ということで、この支援を

受けるに当たってプロジェクトから排出削減をどれだけ達成するのかなどのコミットメン

トをいただこうと思っておりますので、そちらのほうでしっかりフォローアップしながら

見ていきたいと考えています。 

 それから、先ほど高橋先生のところでちょっと言い漏れましたけれども、20兆円の政府

の支援策につきましても、当然技術革新や国際競争状況の変化など、この後様々な変化が

起こり得ると思っていますので、一度決めたらそのままフィックスして硬直的に行くとい

うつもりもなく、そこは状況を見ながら柔軟に対応していきたいと思っておりますので、

その点、付言させていただきます。 

○山田参事官 ありがとうございました。 

 続きまして、日引先生、大林さん、加藤代表から御発言いただいて、その回答をもって

前半のところは終わらせていただいて、２ポツに移りたいと思います。 

 日引先生、お願いします。 

○東北大学大学院（日引教授） 日引です。よろしくお願いします。 

 カーボンプライシングに関していろいろな議論がある中で、見落としてはならないのは、

技術開発を促進するだけではなくて、例えば市場において低炭素製品の選択を推進すると

か、あるいはエネルギーそのものの消費量を大きく下げる効果があるということはとても

大事な機能で、そういうものを同時にやりながら技術開発をしていかないと、技術開発だ

けでもしやろうとすると相当なコストがかかってしまうということがあるわけですね。で

すから、同じ目標を達成するのでも、できるだけ低コストでやろうとすると、３つのエネ

ルギー消費の削減、それから低環境負荷な製品の選択推進、技術開発を同時にやるために

はある程度高い水準のカーボンプライシングが僕は大事だと思います。 

 もちろんエネルギー価格はすごく高くなるのですけれども、そこが高くなることの大事

さというのは何かというと、例えばエネルギー価格が高くなると、住宅であえると皆さん

断熱材をたくさん入れてエネルギー消費を削減しようとしますし、そうすると断熱材の技

術開発が広がるということがあって、そのメカニズムが非常に大事なわけです。そこのと

ころの負担をどうやって下げるのかというのはいろいろな税制によってやることができる

ので、そういうものを使うということがあるので、例えばカーボンプライシングによって

得られる税収をそういうところに使うというのは大事だということだと思っています。 

 それから、法人税減税の話が出たのですが、法人税減税はただ単に企業負担を下げると

いうことではなくて、企業の将来の収益を引き上げるので、実は投資やほかの研究開発、

環境問題だけではなくいろいろな研究開発を実は促進する側面があるという点、それから、

法人税が減税することによって海外への立地を抑制するというカーボンリンケージの問題

を少し削減することができるということにも有効なわけですね。 

 先ほど河野大臣が産業構造を低環境負荷にやっていかなくてはいけないとおっしゃって
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いましたけれども、実はカーボンプライシングの重要なもう一つの役割は、そういう産業

構造自体を低環境負荷に変えていくということに貢献できるという点にあります。そうい

うことから考えたときに、長期的にそういうことを推進していくためのシグナルを与える

という意味でカーボンプライシングが非常に重要で、その財源をただ単に技術に使ってし

まうと、いつまでたっても技術ばかりじゃぶじゃぶ補助金が行ってしまうので、そうでは

なくて、そういう軽減などのいろいろなものを成長に資するような形で使っていくという

のが一番いい姿かなと思います。 

 最後にもう一つだけ申し上げておきたいのは、そういうカーボンプライシングでもどう

しても達成できないときには補助金を使って技術開発を促進するというのはある意味大事

かなと思いますけれども、そのときに大事な点は、対象とする技術を特定化しないという

ことです。つまり、特定化してしまうとそこだけは技術開発されますけれども、それ以外

に実は有効な技術があってもそれが採用されないということが潜在的に起こってしまう。

そういうことを避けるためには、できるだけ技術開発というのは技術を特定化しない。 

 それからもう一つは、できればパフォーマンスに応じて補助金を与える。例えば削減量

などに応じて与えるということをしていくことが大事で、CO2削減に対する補助金制度と

いうのはイギリスでも導入した経験がありますから、そういうものを使って実質的に削減

したものに対して補助金を与えるようなやり方であれば、CO2の削減とともに有効に機能

するのではないかと思います。 

 長くなりましたが、以上です。 

○山田参事官 続いて、加藤代表から手が挙がっています。加藤代表の御発言をいただい

て、経産省から御回答いただきます。 

○気候変動イニシアティブ（加藤共同代表） ありがとうございます。２つございます。 

 １つ目は、今、日引先生がおっしゃったのと全くかぶりますが、私は先ほどから削減に

資する支援をお願いしますと申し上げましたが、今回、COP28でも宣言されましたように、

プラス省エネ、エネルギーの生産性を上げる、効率性を倍にするという合意を世界でやっ

ておりますので、そういったことにもしっかりとサポートしていくことをぜひお願いした

いということが１つ目。 

 ２つ目ですが、私から申し上げた世界を参考にすること。これも先ほど経産省の方々か

らも今後しっかりと国際水準を見ていくというお話がありましたけれども、ぜひその政策

プロセスの中に世界の声をうまく吸い上げるようなプロセスの変革というものをお願いし

たい。 

 例えば環境イニシアティブ、あるいはグローバルのお客様にグローバルのパートナーシ

ップの声を聞いてくれとお願いしましたが、もう一つ御提案申し上げたいのが、気候変動

に非常に影響を受ける次世代の方々、若者の意見というものもしっかりと取り上げる。彼

らの懸念事項というものも取り上げるような政策プロセスもぜひ考えていただければなと

思います。 
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 以上２点でございました。 

○山田参事官 大林さんからも手が挙がっているので、大林さんからの御発言をいただい

て、経産省に御回答をお願いします。 

○大林構成員 私からは少し資料を映させていただきたいと思います。こちらは構成員が

準備した資料ですが、先ほどおっしゃられた再生可能エネルギーにも非常に力を入れてい

ると思いながらも、あと一歩、2030年までにどれだけの再生可能エネルギーを入れられる

のかという非常に重要な局面に来ていると思います。 

 先ほど経産省の方からコメントがあったように、例えば足元で見たときに太陽光発電が

世界ではすごい規模で拡大しているにもかかわらず、日本では導入が鈍っている。それは

どうしてなのか。例えば今年１年間で400ギガワット以上の太陽光が世界では導入された

という見通しが立てられている。これは昨年、1,000ギガワットですから150％の伸び率を

示している。日本の場合はそれがギガワットレベルで下がっています。先進国でも非常に

多くの太陽光発電、風力発電が導入されています。送電網の話もさせていただきましたが、

確かに大きな基幹送電線については議論されているのだけれども、地内の送電網について

は電力システム改革と絡んで、送電網構築の負担金などの議論ができていない。それがで

きなければ、足元では風力と太陽光は増えていかないので、大きな話も非常に重要なので

すけれども、足元で見たときにどういった規制があって、改革していくためには何が必要

なのかという議論をしていただきたいと思っております。 

 もう一つは蓄電池等の問題です。再エネタスクフォースでも前回、蓄電池を取り上げて

おりますが、様々な規制が入ってなかなか伸びていかない。市場改革にもそれが影響して

います。蓄電池の導入ををやっていくことが2030年までにどれだけの削減ができるかにつ

ながっていくと思います。ぜひよろしくお願いいたします。 

○山田参事官 ありがとうございました。 

 日引先生からカーボンプライシングの意味、それから法人税減税の有用性について御指

摘がございました。加藤代表からは、省エネなどについてもサポートを広げてほしいとい

うことと、世界を参考にして、また、若者の声も拾ってほしいというお話がございました。

大林さんからは足元の規制などの見直しも必要であるという御指摘がございました。 

 経産省から何かコメントはありますでしょうか。経産省のコメントが終わったら、２ポ

ツに行きたいと思います。 

○経済産業省（西田室長） それでは、ちょっと今は御指摘いただいていなかったのです

けれども、今は御提言の１ポツの最後のセッションだと思いますので、一言アンモニアに

ついての我々の考えを簡潔に述べさせていただいて、それから、今御指摘いただいた点に

ついても御回答させていただきたいと思います。 

 御案内のとおりですけれども、日本は現在、約３割の発電を石炭火力に頼っておりまし

て、これを直ちにやめるというのはなかなか難しいと思っております。電力の安定供給と

いうことを確保しながら排出削減を進めていこうと思うと、我々としてはアンモニアの混
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焼ということを、徐々に石炭火力の段階的な脱炭素化ということをやっていく上でのトラ

ンジションの技術として追求していきたいと思っております。また、アジアはまだまだ経

済成長しますし、火力発電も相当程度残っておりますので、例えばインドネシアでは電力

の約６割、ベトナムでは電力の約５割が石炭火力でありますので、こうしたところへの脱

炭素の貢献という意味でもこのアンモニアの技術というのはやはり追求をしていきたいと

思っております。 

 それから、後ろのほうからいきますと、今、大林先生からいただきました再エネについ

て、日本の導入もあと一歩というところでありまして、我々もできる限りのことをいろい

ろ苦労しながらやっているというのが実態でございます。例えば太陽光であると、地域に

よってはこれ以上やめてほしいといったネガティブな条例を定めるような自治体も増えて

きております。それは、一つには地域共生というところに違反するような形での導入とい

ったものがございますので、そういったところに対する規律の強化ということも、先ほど

申し上げたGX脱炭素電源法の中でもやっておりますので、そのさらに前の温対法の改正で

は、このエリアなら入れようということで地域が指定したところに入るような仕組みなど

も環境省のほうで法改正してもらって進めておりますので、とにかく今、足元のというこ

とを御指摘いただきましたが、我々もまさにそのとおりだと思っておりますので、ちゃん

と足元できっちり入るように、様々な障害になっているものは何かというのを探求して、

それに対するソリューションをつくって、しっかりと入るようにしていきたいと思ってお

ります。しかしながら、最終的には先ほど申し上げたような脱炭素化された火力発電も含

めて、再エネだけでやるというのはなかなか難しいと思っておりますので、脱炭素電源、

脱炭素エネルギーをしっかりと増やしていく。当然再エネもその主力選手でありますので、

しっかりと進めていきたいと思っております。 

 それから、加藤様からいただいた省エネのところは、私も最初のほうで申し上げました

けれども、まだまだいろいろと余地は残っていると思っております。私が冒頭に申し上げ

た産業の脱炭素化というところであると、まだまだ例えば熱需要のところで化石エネルギ

ーをボイラー焚きで焚いて熱を取るようなところも相当程度あります。これはものにより

ますけれども、ヒートポンプに置き換えられるところもあると思っていますので、こうい

うところはしっかりと導入を進めていきたい。中小企業にとっては、何をしていいか分か

らないという声に対してもしっかりと声を拾って支援策につなげていけるように最大限努

力していきたいと思っております。 

○経済産業省（若林室長） 日引先生からいただきました、低炭素製品の商品選択につな

がるようにカーボンプライシングをやっていくと。低炭素製品の商品選択は非常に重要な

視点だと思っています。我々も先ほど申し上げましたけれども、カーボンフットプリント

だけではなくて、製造段階で、例えば川上のhard to abateな産業が実施した脱炭素投資が

川下の最終製品でしっかり評価されるようなルールというのが今なくて、これで非常に脱

炭素投資が困難になっている側面もあります。こういうものをしっかりルール化していく
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という取組、あるいは削減貢献量ということを、今、COP28でも、GXリーグの皆さんも非常

に一生懸命やっていただいているのですけれども、削減貢献量を金融機関がどうやって評

価するかとか、そういう仕組みをつくっていくという形でしっかりと低炭素製品が選択さ

れる仕組みというのをつくっていきたいと思っております。 

 法人税減税について、一定の有効性はあると思うのですけれども、重要なのはこの場合、

非常にアンバランスになるというか、短期間のうちに準備できていないだけで上げてしま

うと、非常にエネルギー多消費の産業の部分というのはたまらず外に出てしまう。これは

法人税の減税効果というのを考えても圧倒的な負担増になります。法人税を一般的に一律

でこの部分を下げていくということをやるときにどこの産業が優位に立つかというと、大

体サービス業、建設業、不動産業、小売業というところが多くの還元に当たるという形に

なります。 

 したがって、この提言の一つのポイントは、この４年間だとか、短期間のうちに炭素価

格を上げたときに、製造業のリンケージを本当になしにできるのかというところが非常に

重要なところであります。２ポツのCBAMのところを我々からもしっかり御質問さしあげた

いので、経産省からも質問させていただければと思います。 

○山田参事官 ありがとうございました。 

 それでは、２ポツの賦課金と排出量取引制度のほうに移りたいと思います。 

 まず、川本さんからどうぞ。 

○川本構成員 前のセッションの議論からも続いている話ではあるのですけれども、２点。

一点は意見、もう一点は質問ということでお話しさせてください。 

 １点目は、今も経産省から説明のあった炭素税の話です。非常にいろいろなテクニカル

な点はあると思うのですが、もともとの出発点はこの提言のタイトルにもあるように、現

状、国際的にそもそも炭素価格が非常に低いというところですね。特に石炭などは非常に

低いということになっていると思います。これをどうしていくかという点について、スピ

ード感の問題もあるのですけれども、さっき議論に出ていた法人税減税の分に回すのはい

ろいろ問題があってできないというところも御主張としてあるのですが、結局これは「そ

れだからできない」というご主張。こちらは、「負担が大きくなるから負担をその分軽減

する方策を色々と考えればいいのではないか」という意味で、法人税減税というのは一つ

の例として挙げているということですね。 

 ですから、冒頭河野大臣がおっしゃっていたように、どうしたらできるのかという観点

でぜひ制度設計を考えていただきたいというのが意見です。一つの議論をこちらがしたか

ら、「法人税減税はこういう問題があるから結局（炭素税は）全部できない」という議論

にやや陥っているような気がします。どうしたらできるのかということを、経産省のエネ

ルギーの世界からさらに視野を広げて。要は税収中立というのは、エネルギーの関係で負

担が増える場合に国民全体として負担が変わらないようにする、「相対価格は変えながら

も国民の負担を変えないようにする」という発想の下に、全体的な制度設計をしていくと
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いうことですから。それはもしかしたら経産省だけでできないかもしれないけれども、そ

ういう視点で取り組んでいただきたい、というのが一点。これは意見です。 

 それから２点目は、冒頭の私どもの意見のところにあるのですが、まさに今月行われた

COP28で、日本が求められる総排出量の削減をかなり深掘りしなければいけなくなったと

認識していて、提言の一つの大きな基礎になっていると思います。そこについてのご認識

というか。これは今年５月のGX推進法ができた立法事実を根本的に変えるものだという（当

方の）認識がありまして、そういう意味では、先ほどの排出量取引制度の義務化について

これから10年かけてやるというスピード感ではとても間に合わなくなっていると私どもは

認識しているのですが、それは間違っているのでしょうか。それを回答いただきたいと思

います。 

○山田参事官 経済産業省からお願いします。 

○経済産業省（若林室長） ありがとうございます。 

 川本さんの御質問、130ドルという水準のIEAの数字について御説明をさせていただきま

す。IEAですけれども、基本的に各国の規制なども織り込みながら、化石エネルギーと非化

石エネルギーの価格差を埋めるためにどの程度の炭素価格が必要かというのを試算してお

ります。各国の燃料課税とカーボンプライシングのみでネットゼロを達成するにはどうし

たらいいかということの水準として提示されているということです。 

 このIEAの試算におけるカーボンプライシング以外の政策の位置づけということでござ

います。IEAは、先進国全てで一律に130ドルのカーボンプライシングの水準が必要である

とはしていません。我々からもIEAに照会をしておりまして、各国のカーボンプライシング

以外の規制や促進策の内容次第で各国の必要となる炭素価格も異なり得るという見解をい

ただいて 

おります。そして、、日本において今、先行投資支援をやっており、あるいはアメリカも

IRAという形で大規模に化石エネルギーと非化石エネルギーの価格差を埋めるような政策

を打っておりますが、これについても非常にこの炭素価格に効いてくるということです。

我々としては130ドルに達しない水準で、つまり負荷をかけてそれによって達成しようと

いう考え方以外の政策で、しっかりと達成していきたいと考えております。 

 法人税減税は一つの例としてもちろん承知しておりますし、それが全てだということで

は申し上げていないのですけれども、申し上げたかったのは、非常に短い期間の間に130ド

ルという水準を目指すとすると、必ず非常にエネルギー多消費の輸出型産業は国外に移転

するというものになります。したがって、ここの部分をしっかりとぜひ御認識をいただい

た上でこの御提言をお願いしたいと思っています。 

○川本構成員 今の点で、決して我々は別に「今すぐ上げろ」と言っているわけではない

わけです。すぐそういうふうに、「今すぐ上げろ」とこちらが言っていると言って否定に

かかる、こういう議論の仕方はよくないと思っています。 

○経済産業省（若林室長） JCIの御提言にも130ドルを2030年で目指すべきとか、皆さん
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の構成員提言にも国際的な水準としてそこを目指すべきということが書かれてあります。

加えて、短期間、しかも化石燃料賦課金を2026年度から導入と書かれております。非常に

重要な御指摘だと思うのですけれども、皆様の提言と現在の政府の政策について、議論と

しての出発点がしっかりと差を認識できるように我々のほうからも説明させていただいて

いるということでございます。 

○山田参事官 末吉代表から手が挙がっています。 

○気候変動イニシアティブ（末吉共同代表） 先ほど私の意見にコメントがなかったもの

ですから、あえてもう一回手を挙げさせていただきました。 

 今の議論は、日本にとって本当に大事な議論だと思います。経産省の方も130ドルだと国

民の負担増が非常に増えるぞというお話なのですけれども、これまで手を打ってこなかっ

たから、やろうとすればそういう負担増になっているわけですね。今、ちゃんとしたこと

をしないことが将来にツケを残すのですよ。そういったことをどう考えるのかという話。 

 それから、世界が今直面している問題は、気候変動の被害と気候変動を和らげるための

対策のコストのどちらを受け入れるべきなのかの議論ですね。130ドルが今負担できない

から気候変動対策を緩めてもいいという話では全くないと思うのですよ。ですから、これ

は国民の間にもいろいろな意見があろうかと思いますので、もっと日本政府はオープンに

気候変動が広がり始めている我々の日常生活への被害と我々が負担すべきコストとの間の

関係をどう考えていくのか、どちらを優先するのか、どういう関係に持っていくのかとい

った議論をちゃんとやるべきときが来ているのではないでしょうか。でないと、我々が今

やらないことのツケを将来に残していくという話になります。それが私が最初に申し上げ

た、日本政府の政策は全て現状是認から始まっている、現状の問題点を言って、それは難

しいですよという議論に陥ってしまっている、そのことをずっと申し上げているわけです。 

 以上です。 

○山田参事官 ありがとうございます。 

 残り時間が限られていますが、もしお許しいただければ、せっかくの機会なので10分程

度延長させていただいて、今の末吉代表に対するコメントをいただいて、その後、日引先

生、高橋先生からも御質問いただいて、あと、経産省からも何度か質問したいという御発

言もありましたので、経産省からも御発言いただいてと思っております。 

 まずは末吉様への回答をお願いします。 

○経済産業省（西田室長） 川本先生から御指摘をその前に。 

 今回、COPのグローバル・ストックテイクの中でも、1.5度目標に向けてということで先

ほどおっしゃられたような数字が出ていることは認識をしておりますけれども、日本とし

ては1.5度目標にアラインしている目標を設定しておりますし、世界各国で見ると日本は

イギリスと並んでオントラックで目標に向けて着実に歩みを進めているというところだと

思っております。ただ、まだまだ目標達成に向けては様々取り組んでいかなければならな

いので、それをしっかりやっていくということであります。 
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 もう一つ、今回のCOPで重要な点は、各国で異なる国情などを考慮して、各国ごとに取り

組むべきだと。これは多様な道筋ということを今年のG7、それからG20でそれぞれ各国の事

情に応じた多様な道筋があると。要するにゴールは１つだけれども、登る道は様々なパス

があるということで、国情に応じてやっていくべきであるということはG7、G20でも合意さ

れておりまして、COPの中でもそういったものを踏まえてやるということが今回取りまと

められたわけでありますので、日本としてはそういったことを踏まえて、今、歩んでいる

道を着実に進めていきたいと考えております。 

○経済産業省（若林室長） 末吉先生からのお話がありました。130ドルまで達していない、

今まで何もやってこなかったではないかという御指摘であれば、我々もしっかり炭素価格

を上げていく取組というのはコミットしてやっていきたいと思っております。 

 どうしても短期的なところで上げていくときには、必ずその弊害が伴うものですから、

したがって我々はそこをどういうふうにして炭素価格の差を埋めていくのかというところ

で、先ほどIEAからの見解の話もしましたけれども、先行投資というものを踏まえて全体と

して非化石エネルギーと化石エネルギーの差を埋められるような政策も同時に打っていく

という中でNDCをしっかり達成していきたいということです。全く我々として気候変動対

策を緩めていくという考え方は一切持っておりませんので、しっかりとこれを達成できる

ようにやっていくということだと思っています。 

○山田参事官 それでは、日引先生。 

○東北大学大学院（日引教授） 先ほど試算の問題が出たのですが、例えば2030年とあり

ましたが、今から７年あるわけですね。大事なことは、事前にこれぐらいカーボンプライ

シングを上げるのだと今の段階でできるだけ早く合意をして、その代わりに調整期間を例

えば５年とか与えてあれば、その間は企業は次の省エネ投資を進めていろいろなことをし

て、調整ができて、負担を受けずにできるわけですね。大事なことはそういう調整期間を

企業に与えてやるということです。 

 それがもしできたとしたら、それでもどうしても難しければ企業は撤退して海外に出て

いくかもしれませんけれども、それはもう構造的にやむを得ないとどうしても判断せざる

を得ないのではないでしょうか。そうでもしないと産業構造を変えていくことはできない

ということが第１点です。 

 それからもう一つは、企業に調整期間を例えば５年でも十分なような気がするのですが、

与えてあげれば、その間に雇用調整ができるわけです。ですから、雇用の問題は急にやっ

てやると倒産が起こりますけれども、調整期間をちゃんと５年ぐらい与えてやれば、そう

いうことは調整を企業がやっていけるので、そういう意味で早く設定をして早くやってい

くということが大事で、それによって企業の移転も和らげることはできる。それでもどう

しても難しい場合には、出ていかれるのはしようがないこととして、その代わりに新しい

産業を日本で創っていくということをやっていくということではないかと思います。 

 以上です。 
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○山田参事官 ありがとうございます。 

 経産省からコメントはありますか。簡潔にお願いします。 

○八田構成員 ちょっと補足してもいいですか。 

○山田参事官 八田先生、どうぞ。 

○八田構成員 私も今の日引先生の案に賛成です。カーボンリーケージ一切なしにするた

めに、カーボン垂れ流しの会社に補助して何が何でも日本にとどめようというのは間違い

です。カーボンプライスが非常に高くなったときに、それに対応するためには技術開発に

努めるべきです。それが、十分できない会社は、再エネが多いヨーロッパなどに出ていく

べきだと思います。 

 それから、日本も高い炭素税を導入するなら、途上国から入ってくるのを止めるために、

CBAMのようなものを当然導入して、途上国に対するリーケージを起きないようにすべきだ

と思います。 

 以上です。 

○山田参事官 経産省からお答えをお願いします。 

○経済産業省（若林室長） 日引先生の御指摘はまさにそのとおりだと思っております。

我々もまさにその考え方で先行投資期間というものを設定した上で、上げていくタイミン

グについて一定の裕度を持たせて、カーボンリンケージが起こらないようにしていく。し

かも上げていくのは徐々に上げていきながら2050年に向けてシャープに上げていくという

道筋も示しております。ここら辺をしっかりと御理解いただけるように今後やっていきた

いと思っております。 

 それと、今の八田先生の御指摘はまさに重要だと思っております。八田先生からは、や

はりカーボンプライシングをやっていくとエネルギー多消費産業というのが大きく外に出

ていくということは一定仕方ないという話もありました。 

 他方で、代替技術が開発されていない中でほかの炭素規制の緩い国に移転した場合に、

そこの国からもCO2排出が増加するというのがカーボンリンケージの議論の本質だと思っ

ています。したがって、世界のCO2排出削減に貢献するという観点からは、まさにいろいろ

な技術開発でやっておりますけれども、しっかりとそういう技術開発を生かしながら、ち

ゃんと世界にも比肩できるような形で製造業を立地させていきたいというのが我々の政策

であります。カーボンリンケージを前提にした政策を打っている政策当局は世界を探して

もどこにもないと思いますので、そこについてはどうやって防ぐかということを真剣に考

えて我々もやっているということでございます。 

○山田参事官 カーボンリンケージやCBAMに関する御発言の、経産省のほうから質問もあ

るということだったので、それを伺って、日引先生も恐らくそれについての御発言ですね。

では、経産省、それから日引先生と御発言いただいて、最後に高橋委員、大林委員に聞き

たいと思います。 

○経済産業省（若林室長） CBAMについては我々の見解も申し上げたいと思っていまして、
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今回、CBAMの導入もカーボンリンケージを防ぐために導入してはどうかという御提言をい

ただいております。基本的に炭素価格を高水準で課した場合には、各国とも排出量取引の

無償枠で対応しているのが現状ではありますが、今回EUがCBAMというのを導入する予定で

す。。CBAMは、、低炭素の炭素価格を課している国からの輸入と域内品の競争条件を均一

にするという観点から導入されているものとして理解しています。 

 一方で、内需ではなくて輸出型産業の場合、CBAMを設けても第三国への国外移転という

のは防げないのではないかと考えております。例えば鉄鉱セクターですけれども、粗鋼の

EU域内から域外向けの輸出は２割です。輸出量の２倍輸入していまして、圧倒的に輸入超

過の内需産業になっています。 

 一方で、日本は国内で生産している粗鋼の輸出は４割に上ります。輸入量の６倍を輸出

する輸出超過の産業になっているという構造があります。したがって、EUは４億人の市場

として内需が非常に大きい中、減少傾向の日本の内需とはかなり状況が違うのではないか

と思っておりまして、ここら辺の輸出志向型産業の国外移転、ここら辺についてどう考え

るかというところについてもし御見解があれば、構成員の方から伺いたいと思っておりま

す。 

○山田参事官 構成員、あるいは日引先生からでもお答えいただければと思いますが、御

発言をお願いします。 

○東北大学大学院（日引教授） CBAMというのは、輸入に対して効くものと外に出ている

ものに対しては有効に効かないということです。それから、海外に移転するときに、先ほ

ど海外に移転すると海外のリンケージが起こるかもしれないと言われたのですが、それは

必ずしもそうとは限らないということを言っておきたいと思います。 

 例えば八田先生がおっしゃっていましたけれども、炭素量の低い国に行くと実はむしろ

むしろトータルで減る可能性があるということと、例えば途上国に行ったとしても、日本

が自分の技術をわざわざダウングレードするかどうか分からないのですね。むしろそうで

はなくて、途上国の効率の悪い生産体制から日本の体制に上がることによって技術効率が

上がれば、置き換えることによって実は途上国の排出量も減らす可能性はゼロではないの

で、そこはストレートフォワードではないのです。 

 過去の実証研究で言われていることは、途上国の中国のデータなどを使って言われてい

ることは、海外直接投資の多いようところでは実は排出量が低く出ていて、実はそういう

優秀な技術が入ってくることによって環境汚染が減るのだという実証経験も実はあったり

するのですね。ですから、思った以上にそれは起こらないかもしれないと思います。 

 先行研究でやっていることは、恐らく日本の生産量が減ることで海外の生産量、特に途

上国が増えるから増えると言っているのですけれども、それは途上国の技術を使うという

ことを前提に計算するのでどうしてもリンケージが必ず起こりますけれども、そういう優

秀な技術は外に出ると必ずしも起こるとは限らないので、そこは慎重に議論する必要があ

るのではないかと思います。 
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 以上です。 

○山田参事官 ありがとうございました。 

 最後に、高橋先生、大林さんからコメントをいただいて、何か返しがあればお願いをし

て、40分までには終わりたいと思います。よろしくお願いします。 

○高橋構成員 ありがとうございます。 

 ここまで議論を伺っていると、経産省さんは所管産業や排出をたくさんしている産業の

ことを非常に心配されていると感じました。もちろん電気料金も化石燃料の料金も大事で

すので、そういうことも気になっていらっしゃるということだと思いますが、委員側の意

見は、もちろんそういうものはなるべくミニマイズすべきではあるけれども、中長期的な

観点を持ってやるべきことをやっていくべきであり、しかも予見可能性を持ってやってい

けば弊害が少ないのではないかということです。 

 私からお聞きしたいのが、いろいろな弊害や心配事があるとしても、一方で2050年カー

ボンニュートラルや2030年に46％削減という国際公約を日本政府はしているわけであって、

カーボンプライシングを入れるということはそれの重要な手段になると理解をしています。

もちろん明示的なカーボンプライシング以外に暗示的なカーボンプライシングなどのいろ

いろな手法があるではないかということも全くおっしゃるとおりですが、総合して今回の

カーボンプライシングを入れて、ほかの手段も合わせて十分に2050年・2030年の削減目標

を達成できるのだという観点から、今回の価格や開始時期が十分であるとお考えなのか、

この点について端的にお答えいただければと思います。よろしくお願いします。 

○山田参事官 続いて、大林さん。 

○大林構成員 時間がないので少しだけ、簡潔に申し上げたいと思います。 

 COP28の決定では、削減対策の取られていない、いわゆるアンアベイテッド石炭火力発電

所削減の取組強化を求められていて、岸田首相もそれについて発言をされたと理解してお

ります。ただ、IPCCが削減対策が取られていると定義するのは、90％以上の排出削減を行

った場合です。一方で、石炭アンモニア混焼を推進している企業は2030年までに20％、2040

年までに50％ということですので、やはり2030年の緊急性にはなかなか間に合わないとい

うこと。 

 あともう一つ重要なのは、アメリカも石炭火力発電の廃絶を目指す脱石炭連盟（PPCA）

参加を表明いたしましたね。多様な道筋があるとはいえ、やはり先進国の責任ということ

を考えると、日本だけが今G7でこのPPCAに参加していない国ということになりますので、

何らかの形で、非常に担当者の方が大変なのはすごく理解をしながらも、石炭をどうやっ

てフェーズアウトしていくのかという道筋を明確に示していく必要があると思います。 

 そして、130ドルの価格設定ですけれども、その価格設定になるのだということよりも、

例えば経済産業省が考えている価格を明示的に事前に設定していく。それによって企業が

そこに向かって努力をしていく。先ほど日引先生から調整期間というお話がございました

けれども、そういった企業の力を試せるような目標の設定というのをできるだけ早めにや



29 

 

っていって競争力を引き出していくということが必要なのではないかと思います。 

 以上です。 

○山田参事官 ありがとうございました。 

 経産省から端的にお答えいただいて、今日の議論を終わりたいと思います。経産省、よ

ろしくお願いします。 

○経済産業省（若林室長） 2050年、2030年の目標を達成できるようにやっていきたいと

思っています。カーボンプライシングのみというか、その価格効果のみでやるつもりは我々

もございません。したがって、しっかりと先行投資支援も組み合わせながらこの目標を達

成できるようにやっていきたいと思っています。 

 130ドルの見通しは、まさに今回、資料の最後にエネ研のレポートをつけさせていただい

ていますが、ある意味でこういうカーブを描いていくという世界です。ここら辺について

しっかりと我々としても今後とも説明していきたいと思っておりまして、引き続きどうぞ

よろしくお願いいたします。 

○山田参事官 ありがとうございました。 

 司会の不手際で大幅に時間が超過したことをおわびいたします。 

 また、委員の先生方や有識者、出席者の皆様方から十分な質問の時間を取れませんでし

たので、お許しいただければ、紙の形でまた後日提出させていただきたいと思います。 

 本日の議題は以上といたします。 

 次回のタスクフォースの日程につきましては、ユーチューブの動画概要欄に記載してい

る規制改革推進室の公式ツイッターにおいて今後の日程を随時告知いたします。 

 それでは、本日のタスクフォースを終了いたします。ありがとうございました。 


